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阿智村教育委員会 令和４年５月定例会会議録 

 

○ 会議日時 令和４年５月 26日(木) 午後１時 30分 

 

○ 会議場所  阿智村中央公民館会議室 

 

○ 出席者  教育長：黒柳紀春 教育長職務代理：原 勝人 

委 員：原 彰彦 委員：熊谷 歩 委員：熊谷 均 

【事務局】 

教育次長：川上 悟（全体進行）公民館兼社会教育係長：井原祐次  

学校教育係：沖村信繁 学校教育専門主事：原 康倫  

学校教育専門主事：佐々木豊 保育園総園長：原 満  

子育て支援室長：島岡佐喜子 英語教育専門員：両角明浩 

（欠 席）  

学校給食係長：石原哲成 学校教育専門主事：川上清宏 

 

１ 開会 

 

２ 教育長あいさつ 

 

３ 議事事項 

 (1) 県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について 

  ・教育長説明 

  ・承認 

 (2) 学校運営協議会委員の任命について 

  ・原学校教育専門主事説明 

  （教育長） 

     既に運営協議会が開かれた学校もある。来年は一覧表を早めに送っていただき、

４月の定例教育委員会で任命できるようにします。 

  ・承認 

 

４ 協議事項 

 (1) 令和５年度以降の成人式の持ち方について 

  ・公民館兼社会教育係長説明 

  （熊谷 均委員）    

成人式の開催について以前大人としての自覚をもってもらうために 18歳での開

催を提案したが、時期的に 18歳で成人式を行うのは経済的な面や就職、受験等で

難しいかもしれない。法律で 18歳が成人となったという認識を周りも含め自覚で
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きる儀式があると良い。 

  （教育長）   

     18歳で成人となるという区切りをつけるための通過儀礼が必要かもしれない。 

  （原 彰人委員） 

     どこかでけじめを付けていく場は必要である。酒や煙草の問題も絶対に出てく

るので、２年間成人を体験してそこで出てきた問題を、改めて 20歳になり成人と

は何かを考え、名称はなんでもよいが式をしてけじめをつけていくことが良いの

ではと考える。 

  （原 勝人委員） 

    阿智村は実行委員会形式なので、その中で 20歳にということであればその方

向で進めていくことで良いと思う。名称は皆さんで決めて全員が 20歳を迎えた後

の５月の開催は非常に良い時期と感じる。 

  （熊谷 歩委員） 

    今、18歳の子どもを育てていますが、18歳で何が一番変わるかといったら選挙に

行ったことです。20歳で何を祝ってあげるかになると思いますが、自分が成人の

時何が嬉しかったかというと、離れ離れになった友人とお酒を一緒に飲めるとい

うことが楽しかった。18歳では地元にいる中で皆が参加できる状況の中で、コロ

ナの状況下でお酒が出せない中で一斉にお祝いできるかということもある。村と

して成人をどう祝っていくかにかかってくると思います。 

  （原 彰人委員） 

     祝うというよりも成人になったことを確認していくことではないか。高校教育

の中で、成人とは何か、教育されているのではないかと思います。18歳で成人に

なったことを確認するための会に名称を変えていくのではないか。 

  （原学校教育専門主事） 

    高校では主権者教育が始まり学校教育全体を通して行います。 

  （原 彰人委員） 

    子どもさんは実際に選挙に行き、何か感想を言っていましたか。 

  （熊谷 歩委員） 

     緊張すると言っていました。成人として選挙権がもらえるということだが、実

際は選挙に行くにしても親が連れて行かなければならない。正直、まだ成人とし

てほしくない。消費者トラブルもあり、18歳でカードが作れたり契約ができたり

してしまうことはとても怖い話であるので、この辺の勉強も 18歳になる前にして

ほしい。 

  （公民館兼社会教育係長） 

    今年の成人式は５月３日晴天のもと参加者 57名で行いました。一番の心配は

新型コロナウィルス感染症でしたので、抗原検査キットを全員に送り、前日もし

くは当日に検査して陰性なら出席可能、陽性なら保健所に相談してくださいと通

知して行いました。クラスターが出ることなく無事終了できました。今年からお

祝いとして飯田下伊那産のジビエで作った名刺入れをプレゼントしております。 
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 (2) その他 

 

５ 報告・連絡事項 

 (1) 各係より 

①令和４年７月１日以降の教員免許状の取り扱いについて 

・教育次長説明 

②学童保育施設入退館システムの導入について 

・子育て支援室長説明 

   （熊谷 均委員） 

     カードのない人が学童のゲートに入ろうとした時は防犯のシステムがある

のか。 

   （子育て支援室長） 

      それはないですが、防犯カメラが付いていますので大丈夫です。コロナが発

生した場合、今までであればクラブから利用日誌や名簿を持って来て何月何日

の何時に誰が利用していたか確認して連絡をとりましたが、システムが導入さ

れれば画面上ですぐに確認がとれるようになります。コロナだけでなく、災害

時や不審者対応の際も誰がクラブに居たかがすぐに把握できるシステムにな

っています。 

③ICT教育通信について 

・教育次長説明 

   （原 彰人委員） 

     家庭に持ち帰ったタブレットの制限はどのくらいかかっているのか。 

   （英語教育専門員） 

      ２つあります。1つはソフトウェアを使った場合にアクセス制限をかけてあ

ります。有害なサイトにはアクセスできないようにフィルターをかけています。   

もう一つは時間制限ですが、小学生は午後５時から９時まで使用できますが、

村として統一した時間を設定する場合と学校・学年によって時間設定できる場

合になっています。フィルターと時間制限があるということです。 

   （原 彰人委員）  

      ソフトウェアやアプリケーションのダウンロードをしないでください、とあ

るが、有害なところにはフィルターがかかっているが、そうでない所から持っ

てきてはいけないということですね。 

   （英語教育専門員） 

      電源を切ると再起動の時には元の状態に戻るシステムになっていますが、一

時的にダウンロードすることは知識があればできてしまいます。それについて

は、情報モラルの関係で教育していくことになっています。 

   （教育長） 

      川上専門主事からは、どんなに制限をかけても賢いユーザーがいれば突破し

ていくこともある。だからといって必要以上の制限をかけていくわけにはいか
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ない、そういう時代だ、と聞いている。今回は、朝と放課後に学級担任と校長

先生が家庭にいる生徒たちに向けてオンラインでホームル－ムや授業を実施

した。コロナだけでなく、災害時でもオンラインで学校と家庭がスム－ズに繋

がる状況にしてまいりたい。 

④新型コロナウィルス感染症感染警戒レベルの変更による公共施設の利用制限に 

ついて 

・公民館兼社会教育係長説明 

  （原 彰人委員） 

    お願いになりますが、各自治会にも配布をお願いしたい。 

  （原 勝人委員） 

    公共施設の利用制限についてはこの表がコロナ対策に有効なものであったが、、

午後８時までの利用制限は非常に苦しい部分があった。規定は大事だが、状況に

よって緩和していくことも大事と感じる。体協のソフトバレーボールの皆さんは

今年度の活動予定がなくなってしまっている。継続して活動をしていけるような

弾力的な運用が必要になってくると感じます。 

 (2) ６月定例教育委員会開催日 ６月 23日（木）午後１時 30分 

   ・総合教育会議（13：30） 定例教育委員会（15：00） 

(3) その他 

 ・三遠南信教育サミットについて（7/8.9 静岡県浜松市） 

 

6 閉会                        

（閉会 午後３時 20分） 

         

教育長・教育委員 署名／捺印 

 

 

 


